
夢は夜ひらく
コロナの感染拡大に伴う休業や失業等により生活に困窮する人が急増している。私たちは、全国の法律家、労働組合等と連携して全国一斉
「コロナ災害を乗り越える　いのちと暮らしを守る何でも電話相談会」を実施してきている。相談は、様々な仕事で働く人から寄せられ、
居酒屋、キャバクラ、スナックなど、夜働く人からの相談も多い。

テレビでは、経産大臣や都知事が「夜の街」の感染が拡大していると盛んに繰り返している。「夜の街」。この言葉には人間が見えない。
本当は、朝早くに仕入れをし仕込みをして暗くなると赤提灯を灯すオジサンだったり、子どもに惨めな思いをさせたくないとダブルワーク
で必死に働き店に出るシングルマザーだったり、ブラック企業で搾取され借金を抱えてようやくソープランドの仕事にたどり着いて収入が
安定した青年だったり、潰れそうな店を長年やりくりして酔っ払いに愛されるバーのママだったり。そういう１人ひとりの小さいけれど大
切な人間の顔や生を見えなくする無機質な言葉だ。一括りにして人々から想像力を奪い、自分とは違うと思わせる言葉。分断を生み、切り
捨てる道具となる言葉。

先日、NHK・BS「”はぐれ者”たちの新宿歌舞伎町」を観た。学生運動の後。新宿で踏みつけられてもはい上がって４５年間麻雀店を
営んできた女性店主のドキュメンタリー。新宿御苑を歩き、いつもの場所で足を止める。「この生き物のオアシスは、人と自然の力のバラ
ンスでできあがっている環境で、採集などの影響により、たちまちに復元能力がうまく働かなくなる」と書かれている。読みながら、たち
まち崩れて変化してしまうのは、人の街も同じだと語る。「新宿っていうのはさ。どっかの街で負けてきてそれで新宿に来て、そしてなん
かそこで生きる希望をね、見出して、そして生きたっていう、そういう人たちが、私もそうかもしれないけど、そういう人たちがすごく多
いのね。」「大きな力によって、こういう隙間で生きなきゃいけない人たちやなんかを追い出してはいないんだろうけど、そのような方向
に来ているわけよね。」「どうかね、一種類の優等生のピカピカな街にならないで多様性をもったものを大事にして、そして、片隅でしか
生きられない、隙間でなきゃ生きられない人たちに必ず光を当てて、そしてこの連鎖によってね、そうじゃなきゃ、新宿の街っていうのは
成り立たないんですよ。」。

コロナ禍は、「経済」に偏り、人間と自然のバランスを壊してきた私たちへの問いかけだと思う。「夜の街」と言うなら、街に生きる１人
ひとりの人に光を当てて、知恵を絞り、力を尽くし、自分の命と同じように、多様な命を支えるべきだ。そうでなければ、夜の街から昼間
の街へ、「コロナで死ぬことより、いかに毎日を生き抜くか」を考えるほかない人から、ソファでティーカップを手にする者の足元へと感
染は広がっていく。連鎖の中で、利己的でも、自己責任でも生きられない社会で、「人間の街」をどう成り立たせるか、今、この社会に生
きる人間の真価が問われている。「コロナ災害を乗り越える　いのちと暮らしを守る何でも電話相談会」（フリーダイヤル０１２０－
１５７－９３０）は、８月８日（土）、１０月１０日（土）１０時から２２時まで実施します。お困りのこと、是非、ご相談ください。

(弁護士　猪　股　　正）

【関連動画等】
圭子の夢は夜ひらく／藤圭子 – YouTube
三上寛 夢は夜ひらく – YouTube

 

https://saitamasogo.jp/archives/87024
https://www6.nhk.or.jp/nhkpr/post/original.html?i=19538
https://saitamasogo.jp/archives/87006
https://saitamasogo.jp/inomatatadashi
https://www.youtube.com/watch?v=bynoUmokWaI
https://www.youtube.com/watch?v=4wTQlb5KUJU


（事務所ニュース・2020夏号掲載）

8/19 諸外国に学ぶコロナ危機対応⑤/ デンマークにおけ
る最低所得保障とは何か―ベーシックインカムとの比較におい
て―

公正な税制を求める市民連絡会『コロナ危機から考える』連続企画第６回【ZOOM学習会】のご案内
「デンマークにおける最低所得保障とは何か―ベーシックインカムとの比較において―」

「諸外国に学ぶコロナ危機対応⑤」は、選別主義の日本とは異なる普遍主義の国、世界幸福度ランキング第2位のデンマークを取り上げます
（国連世界幸福度ランキング2020：https://worldhappiness.report/  。日本は2020年は62
位）。

デンマークは、年金、失業給付、住宅手当、児童手当など複数の所得保障制度を連携させながら平時の所得保障を行っています。また、こ
れを維持していくための中間団体が重要な役割を果たしています。日本とデンマークの平時の制度のあり方が、コロナ禍における人々の生
活を支える場面で、どのような違いをもたらしているのでしょうか。

また、コロナ禍において、イギリスの首相や日本の新型コロナウイルス感染症対策分科会のメンバー、竹中平蔵氏などからベーシックイン
カムの導入を検討すべきとの意見が出されるなど、ベーシックインカム導入論が注目されていますが、ベーシックインカムとの比較におい
て、デンマークにおける所得保障の実践に学びます。

コロナ禍の今、大きな社会の危機であると同時に、社会がよき方向に向かう転機でもあります。同じくコロナ禍を経験している、日本とは
異なる社会に学び、日本が目指すべき社会のあり方について、一緒に考えましょう。ぜひご参加下さい。

■日時／2020年8月19日（水）18時30分～20時30分

■参加対象／当会会員の方のほか、どなたでも参加できます。

■講師／倉地真太郎氏（明治大学政治経済学部専任講師）

■参加費／１回１０００円　事前にお振込みいただければ助かりますが、後日でも大丈夫です。カンパ歓迎！
　（振込先）ゆうちょ銀行　公正な税制を求める市民連絡会（コウセイナゼイセイヲモトメルシミンレンラクカイ）
　　◎　ゆうちょ銀行から振込：10160-446381
　　◎ 　他行から振込：ゼロイチハチ（018）支店　普通預金口座　0044638

https://saitamasogo.jp/archives/86997
https://saitamasogo.jp/archives/86997
https://saitamasogo.jp/archives/86997
https://worldhappiness.report/ed/2020/


■開催方法／Zoom
　※Zoomは下記のURLをクリックすれば誰でも参加できるオンラインツールです。

■要申込
　登録用URL
　→
　https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ShPwX80dS7K34hZWKnKLOA

こちらからお申し込み下さい。ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。
資料のダウンロード用のURLは、別途メールでご案内させていただきます。

■主催／公正な税制を求める市民連絡会
　共催／生活保護問題対策全国会議

■連絡先／弁護士　猪股正　埼玉総合法律事務所　電話048-862-0355

海鮮パエリアを作ってみました
普段全く料理を作ることはない私ですが、新型コロナウイルスの影響で、家で食事をする機会が多くなったため、思い立って海鮮パエリア
を作ることを決意しました。

まず、材料の先頭に「ムール貝（またはあさり）」と書いてあったので、スーパーをはしごしましたがムール貝を見つけることはできず、
結局あさりを買うことになりました。

 

次に、作り方の冒頭に次のような記述があります。

「１、ムール貝は砂をはかせておく。エビは背わたを取り、イカはした処理をして食べやすい大きさに切る。」

・・・全く意味が分かりません。

「砂をはかせる」とは何なのか？エビの背わたはどうやって取るのか？そもそもエビの背わたとは何なのか？
イカのした処理とは？「食べやすい大きさ」とは何ミリのことなのか？？
そのような疑問を１つ１つネットで調べて解決していき、２時間以上かけて海鮮パエリアを完成させました。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ShPwX80dS7K34hZWKnKLOA
http://tax-justice.com/
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/
https://saitamasogo.jp/archives/86975


自分で作ったからという要素も多分にあるのでしょうが、かなりよい出来でした。
自分の気力がもてば、また料理に挑戦したいと思います。

※最近、タサン志麻さんの料理本をよく読んで研究しています。

弁護士　鴨田譲

 

 

7/19  諸外国に学ぶコロナ危機対応④－多文化共生社会・
ニュージーランドにおけるCOVID-19対策【ZOOM学習
会】

公正な税制を求める市民連絡会『コロナ危機から考える』連続企画第５回【ZOOM学習会】のご案内
「多文化共生社会・ニュージーランドにおけるCOVID-19対策」

「諸外国に学ぶコロナ危機対応④」は、世界で初めて産休をとった首相としても知られるアーダーン首相のリーダーシップのもと、新型コ
ロナウイルス対策において、「ニュージーランドモデル」と世界から称賛されるニュージーランドを取り上げます。

ニュージーランドでは、公平原理（Equity  principle)、ウェルビーイング原理（Wellbeing
principle）、幸福度といった理念や原理原則が重視され、昨年、世界初となる「幸福予算」が国家予算に組み込まれました。国
連世界幸福度ランキング2019（https://worldhappiness.report/  ）では、幸福度ランキングは、北
欧諸国などに次いで高く、世界第８位となっています（日本は58位）。
若者も含め、選挙の投票率は80％以上と高く、社会保障が重視され、女性の社会進出が進んでいます。
コロナ禍の今、大きな社会の危機であると同時に、社会がよき方向に向かう転機でもあります。同じくコロナ禍を経験している、日本とは
異なる社会に学び、日本が目指すべき社会のあり方について、一緒に考えましょう。ぜひご参加下さい。

（なお、６月１４日開催のZOOM学習会「ドイツと日本『支援の現場から求める生存保障』」、６月２８日開催のＺＯＯＭ学習会「新型
コロナ対策と市民民主主義を進める韓国の社会運動」の動画は、公正な税制を求める市民連絡会ＨＰ
http://tax-justice.com/?p=1012 に近く公開予定です。）

■日時／2020年７月１９日（日）15時～17時頃

https://saitamasogo.jp/archives/86951
https://saitamasogo.jp/archives/86951
https://saitamasogo.jp/archives/86951
https://www.orix.co.jp/grp/move_on/entry/2019/11/01/100000?utm_source=outbrain&utm_medium=display&utm_campaign=2019move_on
https://worldhappiness.report/
http://tax-justice.com/?p=1012


■参加対象／当会会員の方のほか、どなたでも参加できます。

■講師／武田真理子教授（東北公益文科大学ニュージーランド研究所所長）

■参加費／１回１０００円　事前にお振込みいただければ助かりますが、後日でも大丈夫です。カンパ歓迎！
（振込先）ゆうちょ銀行　公正な税制を求める市民連絡会（コウセイナゼイセイヲモトメルシミンレンラクカイ）
◎　ゆうちょ銀行から振込：10160-446381
◎ 　他行から振込：ゼロイチハチ（018）支店　普通預金口座　0044638

■開催方法／Zoom
※Zoomは下記のURLをクリックすれば誰でも参加できるオンラインツールです。

■要申込
登録用URL
→
　https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1WaHcmqxTRKzliUC1x8Zdw

こちらからお申し込み下さい。ご登録後、ウェビナー参加に関する確認メールが届きます。
資料のダウンロード用のURLは、別途メールでご案内させていただきます。

■主催／公正な税制を求める市民連絡会

■連絡先／弁護士　猪股正　埼玉総合法律事務所　電話048-862-0355

営業時間変更のお知らせ
７月８日（水）より、営業時間が変更となりましたので、お知らせいたします。

みなさま方にはご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程、何卒よろしくお願い申し上げます。

 

月曜・火曜・金曜　９：００～１７：００

水曜・木曜　　　　９：００～１９：５０

土曜　　　　　　　９：００～１５：００

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_1WaHcmqxTRKzliUC1x8Zdw
http://tax-justice.com/
https://saitamasogo.jp/archives/86931


（第２土曜日のみ：定休日）

 

コロナと労災（弁護士　鈴木　満）
労災保険制度において、労災として認定するかどうかは労働基準監督署や労働局など行政の判断になります。そのため、労災申請にあたっ
ては、その時々の、労災についての行政の考え方を知ることは有意義なものです。そして、この行政の考え方を知る一つの方法として、厚
生労働省からの通達があります。

厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の感染の労災補償の考え方について、令和２年4月２８日に通達を出しました。この通達の中で
は、いくつかの職業について、労災認定に関する一定の指針が示されています。

例えば、医療従事者や介護従事者が感染した場合は、仕事以外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災の対象となると
しています。

また、小売業の販売業務、バス・タクシー等の運送業務、育児サービス業務などの顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務
に従事している人が感染した場合には、業務に起因したものとして労災と認められるか否かは、個別に判断されるものの、仕事により感染
した蓋然性が高い、としています。

実際に新型コロナウイルス感染症の感染が労災として認定された例としては、医療従事者の他にも、バスガイドやマッサージ師、土木作業
員といった職業があるようです。
労災保険の給付を受けることができるかどうかは、労働者の生活に大きな影響を与えます。

新型コロナウイルス感染症の感染が、顧客からうつったものかもしれない、仕事中に同僚からうつったものかもしれない、と思われる方は、
積極的に労災申請をすることをお勧めします。

弁護士　鈴木　満

https://saitamasogo.jp/archives/86927
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/index.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index.html
https://www.mhlw.go.jp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/content/001060285.pdf
https://saitamasogo.jp/suzukimitsuru


マスク
外出時にはマスクをして出かけるのがすっかり習慣になりましたが、
少し前までは、一定の場面においてマスクを着用したままでいるのは失礼だという風潮が結構あった気がします。

数年前のことですが、当時私は妊娠中で感染症予防のため外出時には必ずマスクを着用するように、と医師から指示されていました。
当時、裁判員裁判が係属中で、自身が発言するときはマスクを外していましたが、そのほかの時間はマスクを着用したままでいました。
そうしたところ、裁判員の一人が、「裁判中に弁護人がマスクをしたままなのは失礼だ」という趣旨の感想を述べていたと裁判官から指摘
されました。
裁判官もその意見に同調するような雰囲気だったので、そのときは謝罪しましたが、ちょっと複雑な気持ちになったのを覚えています。

それが今や、マスクの着用を拒否した弁護人が、裁判長から咎められ、審理が２時間ストップしたということがニュースになっていました。
時代が変われば常識も変わるものです。

しかし、話し手の表情、話し方、声の張り方、その熱量など、会話にはマスクをしていては伝わらないたくさんの付随した情報があります。
ただ、声が聞こえれば良いというものではなく、他の人の話を聞いているときの当事者の表情なんかも裁判では重要になってくる場面もあ
ると思います。
とくに刑事裁判は、被告人の人生がかかっている場ですから、妥協は許されず最善を尽くしたい、と考えるのは当然です。

するのが、あるいは、しないのが「失礼」「違和感がある」とかいう、根拠の乏しい同調圧力ではなく、各場面においてメリット・デメリッ
トを考え、
他に取れる策がないか等、検討・対応していかなくてはいけない時代になったのかなと思っています。

あ、でも、きちんとお化粧をしていなくても、マスクでごまかせるような気がするのは、ちょっと良いところですね。

弁護士　南木　ゆう

 

コロナ災害「コロナなんでも」電話相談ダイヤル・平日１６時～
１８時・埼玉総合法律事務所の弁護士が対

https://saitamasogo.jp/archives/86916
https://saitamasogo.jp/archives/86639
https://saitamasogo.jp/archives/86639


応・048-862-0360・相談無料
新型コロナウイルス感染拡大による仕事の喪失、売上の減少等により、派遣、パート、正社員、フリーランス、個人事業者、中小企業等、
困難な状況に陥る人が急増しています。  ４月１８日～１９日に全国一斉で行われた「コロナ災害を乗り越える　いのちとくらしを守る
なんでも電話相談会」（同実行委員会主催）では、２日間で全国５０００人以上の方からの相談に対応できましたが、電話の呼出は全国で
４２万件以上あり、電話が殺到し、対応できたのはごく一部という状況でした。

報道によれば、県内全体の4月の生活保護申請件数は前年同月比21・9%増の1006件、生活支援策である住居確保給付金の5月の申
請件数は1126件で、前月（232件）の約5倍という状況です（2020年6月21日付け朝日新聞記事「県内でも生活困窮広がる
生活保護申請2割増」）

当事務所では、基本的人権を擁護し、社会正義を実現するという弁護士の使命を果たす自覚のもと、微力ながら、緊急に電話相談ダイヤル
を設置しています。 当面、平日２時間体制で実施いたします。 お気軽にご相談ください。
【日　　時】　月曜日～金曜日　毎日１６時～１８時
【電話番号】　０４８－８６２－０３６０
【相 談 例】
・コロナ感染拡大による営業不振を理由に雇い止めされた
・フリーランス、個人事業者で、コロナで売上が急減した
・コロナで、収入が減り、「生活費が尽きそうだ。」「家賃を滞納している。」「住宅ローンが払えない。」「貯えがゼロ」…
・コロナで会社が休業し、無収入状態
・コロナで休業し、従業員に休業手当を支払ってきたが、もう限界
・職場環境が悪く、コロナに感染するのが怖いが、収入が途絶えるので、休めない。
・コロナで生活に困窮。生活費や家賃を援助してくれる制度について教えてほしい。
・事業の「持続化給付金」について教えてほしい。
・ネットカフェを追い出されて住居がない。
・その他、「コロナ災害」でお困りのことに、当事務所弁護士が、無料で、ご相談をお受けします。
【主　 催】　埼玉総合法律事務所

7/5　コロナ禍の休業・解雇・生活相談ホットライン開催
生存のためのコロナ対策ネットワークは、7月5日（日）「コロナ禍の休業・解雇・生活相談ホットライン」を実施いたします。
お気軽に、ご相談ください。

https://saitamasogo.jp/archives/86639
https://digital.asahi.com/articles/ASN6N6WMZN6CUTNB00Q.html?fbclid=IwAR0TTA7R6CUp1pEJ__549AyRv-w4JAFiW95Qac4FbqUWEevqRc6EjVVTO_w
https://digital.asahi.com/articles/ASN6N6WMZN6CUTNB00Q.html?fbclid=IwAR0TTA7R6CUp1pEJ__549AyRv-w4JAFiW95Qac4FbqUWEevqRc6EjVVTO_w
https://saitamasogo.jp/archives/86907


[ホットライン概要]
名称：コロナ禍の休業・解雇・生活相談ホットライン
日時：７月５日（日）１０時〜２０時
番号：０４８－８３８－５２２２（埼玉の方。埼玉会場につながります。）
　　　 ０１２０-３３３-７７４
対象：全国の労働・生活相談を抱えている方。学生や外国人の方も対応可。相談無料・秘密厳守

5月末に緊急事態宣言が解除されて以降も、対人サービス業（観光・飲食・ジム等）などは経済活動が回復せず、雇用状況は厳しいままで
す。派遣やアルバイト等の非正規労働者は、解雇・休業の状態におかれています。
また、コロナ流行が本格化する4月頃から補償なき休業が続いたり、解雇されて失業状態が続いていたりする人も少なくありません。この
間は、貯蓄が尽きて生活に困っているという相談も増えています。
さらに、3ヶ月更新で働く非正規労働者が、6月末で雇用を打ち切られることで、いっそう職を失う労働者が増えることが懸念されていま
す。
そこで、こうした雇用危機に対応するため、以下の通り、ホットラインを開催します。

参加団体：さっぽろ青年ユニオン/仙台けやきユニオン/みやぎ青年ユニオン/日本労働評議会/首都圏青年ユニオン/全国一般東京東部
労働組合/東ゼン労組/総合サポートユニオン/首都圏学生ユニオン/ブラックバイトユニオン/NPO法人POSSE外国人労働サポー
トセンター/名古屋ふれあいユニオン/連合福岡ユニオン/反貧困みやぎネットワーク/反貧困ネットワーク埼玉/反貧困ネットワークあ
いち

主催：生存のためコロナ対策ネットワーク
生存のためのコロナ対策ネットワークは「すべての人の生存保障を実現することなくして感染拡大の防止は不可能である」との認識のもと、
労働組合、ＮＰＯ、学者、ジャーナリストが集まり、政策提言を行うとともに労働・生活相談を受けています。
【参加者】稲葉剛（つくろい東京ファンド代表理事）、今野晴貴（POSSE代表）、藤田孝典（ほっとプラス理事）、竹信三恵子（ジャー
ナリスト）、岩田正美（日本女子大学名誉教授）、後藤道夫（都留文科大学名誉教授）、布川日佐史（法政大学教授）、大内裕和（中京大
学教授）、指宿昭一（弁護士）、新里宏二（弁護士）、猪股正（弁護士）など。

関連記事：怒れる「貧困女性」たち　「使い捨て」への告発がはじまった

首都圏避難者実態調査に基づく復興庁申入れ／6．19付け要望

http://sapporo-seinen-u.upper.jp/
http://sougou-u.jp/sendai/
https://msunion.jimdofree.com/
https://www.rouhyo.org/
https://www.seinen-u.org/
http://www.toburoso.org/
http://www.toburoso.org/
https://tokyogeneralunion.org/
http://sougou-u.jp/
http://gakuseiunion.seesaa.net/
http://blackarbeit-union.com/
https://www.npoposse.jp/
https://foreignworkersupport.wixsite.com/mysite
https://foreignworkersupport.wixsite.com/mysite
https://nagoya-union.online/
https://fukuoka-union.sakura.ne.jp/
https://hhmnet.wordpress.com/
https://www.facebook.com/hanhinkoncaravansaitama/
http://hanhinkon-aichi.net/
http://hanhinkon-aichi.net/
https://news.yahoo.co.jp/byline/konnoharuki/20200628-00185494/
https://saitamasogo.jp/archives/86899


書提出
原発事故から9年となる2020年3月11日に向けてアンケートによる首都圏避難者実態調査を実施し、コロナ禍で公表が遅れましたが、
6月19日、要望書を復興庁に提出し、その後、記者発表を行いました。

実態調査は、今回で9回目となりますが、避難者の方の高いストレス状態が9年がたった今でも継続しており、約4割の方がPTSD（心
的外傷後ストレス障害）である可能性があり、約2割の方が抑うつ不安障害、約1割の方が今すぐ医療的支援を必要とする状態であるとい
う結果となっています。原発避難者支援に真摯に向き合い続けることと、コロナの危機にあたり災害に強い、人間を支える社会を構築する
ことは、同じ問題だ思います。

弁護士　猪　股　　正

関連記事
「崩れた人生設計、抱える孤独…　9年が経過しても、なぜ高いストレス状態に？」
NHK「分断の果てに　“原発事故避難者”は問いかける」

10項目の要望事項からなる「引き続く原発避難者の苦難を直視した継続的かつ実効的支援を求める要望書」  は、以下のとおりです。な
お、PDFファイルはこちら→①集計結果　②要望書

引き続く原発避難者の苦難を直視した継続的かつ実効的支援を求
める要望書

2020年6月19日

震災支援ネットワーク埼玉（SSN）代表：猪股正（弁護士）
早稲田大学災害復興医療人類学研究所（WIMA）所長・教授：辻内琢也（医師）

第1　要望の趣旨
原発事故から９年が経過した今もなお、原発事故の区域内避難者及び区　域外避難者ともに、甚大な精神的苦痛が持続している事実を真摯
に受けとめ、社会全体で、避難者の苦難を共有し、苦痛をなくしていく努力を、今後も永く積み重ねることを国として宣明した上で、以下
の継続的かつ実効的支援を行うことを求める。

１　健康状態悪化に対する支援
避難生活が長期化する中で、避難者の健康状態が悪化している現状に対応するため、

https://saitamasogo.jp/archives/86899
https://saitamasogo.jp/inomatatadashi
https://www.buzzfeed.com/jp/yutochiba/311-9year-stress
https://www.nhk-ondemand.jp/goods/G2020108210SA000/
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2020/06/f5515209af82c8f04114293a4e521783.pdf
http://saitamasogo.jp/wp-content/uploads/2020/06/08a7a9a38063ac1e510b081497d5e12f.pdf


(1)　医療・介護保険等の保険料・窓口負担（利用者負担）の減免措置の打切方針を見直し、減免措置を再開、継続すること

(2)　避難元自治体と避難先自治体との連携により、避難者に対する医療・介護等の福祉サービスの提供体制を強化するめ、

ア　避難者が避難先自治体でも避難元と同等に市民サービスを受けることができるように避難元自治体をサポートすること

イ　避難生活を継続せざるを得ない状況で避難先に住民票を移していなくとも、避難先で市民サービスを受けることができるということを
改めて徹底すること

ウ　リスクの高い避難者情報を避難先自治体と共有し、避難先の地域包括支援センターなどが中心となって、避難先市民と同等のサービス
を受けられるように体制を組むこと

(3)　民間支援団体による心理的・社会的サポート充実に向けた助成の継続

２　家族喪失に対する支援
家族を喪失した遺族の喪失悲嘆の軽減を図り、震災関連死・関連自殺の連鎖を防止するため、避難者の申請を待つことなく、国及び福島県
の責任において、震災関連死の状況を積極的に調査して申請を支援し、震災関連死の認定基準を緩和して認定を拡大し、遺族に対する災害
弔意金の速やかな交付を行うこと

３　経済的困難に対する支援
失業状態の継続、生活費の不足など、経済的困難に陥っている避難者が多いことから、

(1)　従前の就労支援策の問題点を検証の上、避難先において避難者の従前のキャリアを活かせる就労機会の提供等の実効的な就労支援
策の実施

(2)　従前、農業を営んできた避難者に対し、経済的支援及び生きがい創出の観点から、田畑の無料貸与（賃貸料を県や自治体が負担）
を行うこと

(3)　避難先自治体の行政職員、社会福祉協議会職員等との連携、戸別訪問等により、生活困窮者を早期に発見して必要な生活支援を行
うこと

４　住宅支援の再開と継続
(1)　現在、なお、借り上げ住宅に居住している避難者に対しては、借り上げ住宅を、そのまま「借り上げ復興公営住宅（仮称）」とす
ることで、同じ住環境に住み続けるようにすること

(2)　それ以外の避難者に対しては、家賃補助の再開、公営住宅に単身世帯でも入居できるよう入居要件を緩和すること、民間住宅を公
営住宅とみなして入居できるようにすること



５　公的支援に担保された長期避難を継続する権利の実質的保障
(1)　原発事故子ども・被災者支援法の基本理念に立ち返り、避難者が、住宅支援・経済的支援・雇用支援など、避難先での生活に対す
る十分な支援が継続的に受けられるような制度を整え、避難者に対し、長期避難を継続する権利を実質的に保障すること

(2)　避難者に対する偏見や差別解消のため、区域外避難者も含め、長期避難が正当な権利の行使であるという理解が社会的に共有され
るようにすること

６　地元および避難先地域におけるコミュニティ育成のサポート
避難者がふるさとで築いてきたコミュニティとの繋がりを喪失し、避難先で希薄化した人間関係のもとで生活せざるを得ない状況におかれ
ていることから、

(1)　避難先での生活を潤滑に送ることができるように、避難先自治体の公的サービスを速やかに受けられるように、地元自治体と避難
先自治体との連携を強化し、関連部署（県外避難者支援課等）の機能を強化すること

(2)　全国各地の民間支援団体が、新たなコミュニティ育成のために地元の人びとが集う交流会やイベント、さらには避難先地域住民と
の関係性を構築するための企画を進めるため、避難者支援を行う民間支援団体への助成等の公的支援の充実・継続

７　ふるさと喪失にも対応した速やかで十分な損害の回復
(1)消滅時効期間の延長

(2)未請求者・未請求項目に対する国による調査及び損害の填補

(3)責任の所在の明確化による苦痛の軽減、不十分な賠償水準の底上げ

(4)ふるさと喪失慰謝料の拡大

８　地元不動産の固定資産税負担等への適切な対応

９　当事者参加の独立機関の設置による10年の検証と支援プログラムの策定

10　コロナ危機にも対応した普遍的な社会保障制度の構築と原発避難者の苦難に向き合う
社会への転換



第２　要望の理由

１　アンケート調査・分析の実施について
原発事故後9年が経過する2020年3月11日が到来するに際し、2019年12月から2020年3月、福島県内の7自治体（双葉町・
大熊町・浪江町、富岡町・いわき市・川内村・福島市・郡山市）の協力を得て、上記7自治体の住民のうち、首都圏（関東１都6県）に避
難中のすべての世帯を対象に、アンケート実態調査を行い、合計5925件送付のうち、3月5日までに回収された先行400件の分析を
行った。

私たちは、原発事故の翌年の2012年から2018年まで、8回にわたって同様のアンケート調査を行ってきたが、今回の調査はこれに
続くものである。

本要望書は、今回の調査結果に基づき、また、それ以前の連続調査の結果も踏まえ、引き続く原発避難者の苦難を直視した継続的かつ実効
的支援を求めるものである。

２　原発避難者の深刻かつ危機的な状況とその要因

(1)　避難者の深刻かつ危機的な状況
ア　今回の調査でも明らかになった高いストレス状態

原発事故から9年が経過した現在においても、原発避難者は、極めて高いストレス状態のなかで生活することを余儀なくされ続けている現
状が明らかになった（2019年度SSN／WIMA原発事故被害アンケート調査・第5報改訂版（以下「本件調査報告書」とい
う）、p.5－9）。

本調査では、PTSD症状の強さを測定する「改訂出来事インパクト尺度（IES-R）」において、PTSDの可能性があるとされ
る25点以上の者が41.1％に及んでいる。また、「気分・不安障害調査票（K6）」では、社会機能に障害が生じる抑うつ・不安レベ
ルとされる13点以上の者が18.1％、福島県立医大が支援を行う基準として設定している17点以上の者が9.9％となっている。

イ　ストレスの高止まりが持続する状況

2012年からの推移をみると、IES-R：25点以上の者の割合は、2012年：67.3％、2013年：59.6％、2014年：
57.7％、2015年：41.0％、2016年：37.7％、2017年：46.8％であり、2015年以降は約4割の避難者
がPTSDの可能性がある程の高いストレス状態での生活を続けていることがわかる。また、K6の調査を開始した2016年以降の13
点以上の者の割合は、2016年：20.8％、2017年：21.7％、2018年：21.2％という結果であり、約2割の避難者が
依然として抑うつ・不安障害を抱えていることが理解できる。

ウ　数値が示す深刻かつ危機的な状況

PTSD症状として、侵入症状（フラッシュバック等）、回避症状（ストレス源を無意識的に避ける行動等）、過覚醒症状（神経過敏・不



眠等）を抱えながらも、4割の避難者の約半数はなんとか日常生活を送れている可能性はある。

しかし、K6：13点以上と判定された約2割の避難者は、抑うつ・不安状態が強いため、何らの生活上の支障をきたしている恐れがある。

さらにK6：17点以上の約1割の避難者は、今すぐにでも何等かの医療的対応が必要とされる重症な精神状態だと考えられる。

実際に、本調査で『電話での相談を希望する』、あるいは『復興支援員の訪問を希望する』という項目にチェックを入れて連絡先を明記し
てきた避難者が46名（3月5日集計時点）であった。このチェックは、現在の生活で解決しがたい様々な苦悩を抱えている人たち
のSOSだと考えられ、震災支援ネットワーク埼玉（SSN）では速やかな心理的・社会的・法的支援を開始している。400名の回答者
のうち46名ということは、10％を超える人が具体的なSOSを挙げていることになり、気分・不安障害調査票（K6）で医療的なケア
が必要と考えられる17点以上の者が約10％いたこととあわせて推定すると、アンケートに回答していない者も含めて首都圏避難者
約4000世帯のうち、約400世帯が何等かの支援を必要としている危機的な状況であることが推測できる。

(2)　高いストレス状態の要因－人為災害、その他の複合的要因
国際的なストレス研究では、PTSD発症率は自然災害よりも人為災害の方が高いことが明らかになっている。

先行研究によると、PTSD症状が長期にわたって持続する理由として、人為災害の被害者に対する十分な救済が行われずに不透明な状況
が長引いていることや、企業の法的責任が問われなかったこと、そして身体的な健康問題の増悪と生活全般の支障が持続していることが挙
げられ、身体的・心理的・社会的・経済的な複合要因が指摘されている。

今年度の調査のデータ分析においても、PTSD症状（IES-R）や抑うつ・不安障害（K6）に、次のような要因が関連していること
が統計学的に明らかになっている。

①健康状態、②経済状況、③就労状況、④住宅環境、⑤住宅支援の打ち切り、⑥原発賠償の状況、⑦帰還をめぐる状況、⑧ふるさと喪
失、⑨原発再稼働状況、⑩相談者の不在、⑪避難先近隣関係の問題、⑫地元の人びととの関係の問題、⑬避難者に対する偏見・差別やいじ
め、⑭家族関係の悪化である。これらの身体的・心理的・社会的・経済的な複合要因によって、高いストレス状態が長期にわたって続いて
いるものと考えられる。

(3)　引き続く原発避難者の苦難を直視した国の基本方針の明確化
このように、原発事故から９年が経過した今もなお、原発事故の区域内避難者及び区域外避難者ともに、甚大な精神的苦痛が持続している
ことから、国に対し、この事実を直視して真摯に受けとめ、社会全体で、避難者の苦難を共有し、苦痛をなくしていく努力を、今後も永く
積み重ねることを国の基本方針として確認し、原発避難者に持続する被害が風化することのないよう明確な社会的なメッセージを発すべき
である。

その上で、上記の複合要因のうち、主要な要因を踏まえた以下の継続的かつ実効的支援を行うことを求める。

３　健康状態の悪化に対する支援



(1)　健康状態の悪化・介護率の上昇に対する、国による減免措置の「見直し」
今回の調査（本件調査報告書p.35－36）において、身体疾患のうち「持病の悪化」が認められた者が46.1％、「震災後に新たな
疾患を患った」者が62.6％おり、「医療費の負担を感じている」者が31％いることが確認された。

震災支援ネットワーク埼玉（SSN）の電話相談においても、自然の恵みと密着した福島での生活習慣が首都圏避難により大きく変化した
こと、住環境の悪化、人間関係の喪失と悪化、生業の喪失、生きがいの喪失等に高齢化が重なったことによる健康状態の悪化が広く認めら
れている。また、介護が必要となる避難者の増加も認められ、医療費補助の打ち切りによる苦悩が多数訴えられている。健康状態の悪化や
介護率の上昇は、震災・原発事故による影響が強いと考えられる。

ところが、国は、医療・介護保険等の保険料・窓口負担（利用者負担）の減免措置を縮小してきている。2019年12月20日に閣議決
定した「『復興・創生期間』後における東日本大震災からの復興の基本方針」においても、減免措置継続の「見直し」方針を決定しており、
このままでは原発避難者の健康状態の悪化には対応できない。

(2)　避難元自治体と避難先自治体の連携不足による支援の壁
避難者の所在を把握するための「全国避難者情報システム」は十分に　機能しておらず、また、避難元自治体と避難先自治体の連携が不十
分であるため、避難者が避難先で必要な行政サービスを受けられないことが、健康悪化の一要因となっている。

避難元自治体は、ほぼ正確に住民の避難先住所を把握している。これは避難者が健康保険、介護保険などの行政サービス、さらにはこれら
に加えて高速道路などの減免措置、さらには東京電力への損害賠償請求を行うにあたって必要であることから、避難者が避難先住所を都度
避難元自治体に届け出るようにしているからである。これに対し、避難先自治体は、「全国避難者情報システム」も十分機能していないこ
となどから、避難者の所在を把握しきれていない。

このように避難元と避難先の自治体連携が不十分なために、避難者の高齢化が進む中、要介護認定などに関する事務や養護老人ホーム等へ
の入所措置に関する事務に関して、避難先自治体でサービスを受けられることを避難者が知らないということも依然として多い状況である。
そのために、例えば、仕事を抱えながら親の介護で生活が困窮するといった事態が生じている。

(3)　減免措置を再開・継続、避難元・避難先自治体の連携強化
そこで、国及び福島県に対し、次の諸方策の実施を求める。

ア　医療・介護保険等の保険料・窓口負担（利用者負担）の減免措置の打切方針を見直し、減免措置を再開、継続すること

イ　避難元自治体と避難先自治体との連携により、避難者に対する医療・介護等の福祉サービスの提供体制を強化するため、

・　避難者が避難先自治体でも避難元と同等に市民サービスを受けることができるように避難元自治体をサポートすること

・　避難生活を継続せざるを得ない状況で避難先に住民票を移していなくとも、避難先で市民サービスを受けることができるということを
改めて徹底すること

・　リスクの高い避難者情報を避難先自治体と共有し、避難先の地域包括支援センターなどが中心となって、避難先市民と同等のサービス



を受けられるように体制を組むこと

ウ　民間支援団体による心理的・社会的サポート充実に向けた助成の継続

 ４　家族喪失への支援

(1)　震災関連死の増加
今回の調査結果（本件調査報告書p.3）からは、13.9％の方たちが『家族を失った』と回答しており、その理由として「震災関連死」
が73.7％、「津波」が10.5％、「地震」が1.8％、「その他」14.0％であることが明らかになった。2015年調査では、
家族を失ったと回答した者は9.4％であり、年々増加していることがわかる。しかも、今回の調査では、家族を失った理由の約4分の3
が震災関連死だと捉えられていることがわかった。

長期化する避難によるストレスに、高齢化が重なり、震災関連死が今後も増加していくものと考えられる。福島県被災自治体において介護
が必要となる人数が急増し、介護保険料が他県と比較して軒並み上昇している事実も、震災および原発事故に関連した健康状態の悪化によ
る震災関連死の増加を推認させる。

(2)　震災関連死認定支援の必要性
原発事故が発生した福島県の震災関連死は、2019年度に新たに32人が認定され、累計で2304人となり、次に多い宮城県の928
人を大きく上回っている。死亡から数年経って申請される場合もあり、孤独死などで申請がない場合もあるとされ、また、認定される割合
（認定率）は2011年度に90.7%だったが、18年度に55.8%まで低下している（2020年3月10日朝日新聞記事）。

原発事故避難による高いストレス状態が持続し、家族を喪失して悲嘆している遺族が自ら震災関連死の認定申請をすることは容易ではなく、
また、原発事故からの時間の経過により因果関係の証明も困難となってきている。

(3)　震災関連死の調査、認定の拡大
そこで、家族を喪失した遺族の喪失悲嘆の軽減を図り、震災関連死・　　関連自殺の連鎖を防止するため、避難者の申請を待つことなく、
国及び福島県の責任において、震災関連死の状況を積極的に調査して申請を支援し、震災関連死の認定基準を緩和して認定を拡大し、遺族
に対する災害弔意金の速やかな交付を行うことを求める。

５　経済的困難への支援

(1)　経済的困難の状況
今回の調査（本件調査報告書p.10）では、『現在の経済状況』が、「とても困っている」が12.2％、「少し困っている」
が31.6％、あわせて4割以上であった。2015年調査では、「とても困っている」が18.8％、「少し困っている」が42.0％
で、あわせて6割の人びとが経済的困難を示していたという結果と比較すると、若干は軽減されているものの、未だに多くの避難者が経済
的困難に陥っている。



(2)　失業状態の継続、従前のキャリアを活かせない状況
『現在の失業』（本件調査報告書p.13）について質問したところ、36.5％が「失業中（定年退職は除く）」と回答しており、失業
理由として「自営業を再開できない、年齢の条件が合わない、病気を患っている、働く意欲がわかない」などの回答が多く認められた。

震災支援ネットワーク埼玉（SSN）の日頃の活動によるヒアリングでも、福島の地元で何十年も続けてきた生業が絶たれたり、特に40
代・50代の働き盛りの男性が避難先で新たな仕事を得られなかったりする例が目立っている。正職員としての採用がなく、警備員・清掃
員・倉庫の仕分け作業など、これまでの仕事のキャリアが全く活かされない職にしか就けていない実態がみられる。

(3)　避難先における実効的な就労支援
職業の喪失は、生活における経済的困難だけでなく、生きがいの喪失　にもつながる。逆に、仕事を通して他者のためになっているという
実感は、自己肯定感を高め、ストレスの軽減に大きく寄与する。

そこで、従前の就労支援策の問題点を検証の上、避難先において、新たな職種に正職員として採用されるチャンスを増やすためにも、パソ
コン、簿記などのビジネススキル、介護福祉・医療事務やマンション管理士などの専門スキル等々、無料で資格取得できる機会を提供する
など、各人のこれまでのキャリアを活かした実効的な就労支援の提供を要望する。

また、従前、農業を営んできた避難者に対し、経済的支援のみならず生きがい創出の観点から、田畑の無料貸与（賃貸料を県や自治体が負
担）を行うことを求める。

(4)　連携等による生活困窮者の早期発見と支援
また、孤独死等を防止するため、避難先自治体の行政職員、社会福祉協議会職員等との連携、戸別訪問等により、生活困窮者を早期に発見
して必要な生活支援を行うことも重要である。

 ６　住宅支援の再開と継続

(1)　住居の不安定が続いている状況
今回の調査（本件調査報告書p.14）では、『現在住んでいる住宅』の65.6％が「持ち家」、14.4％が「借り上げ住
宅」、1.8％が「間借り」、14.4％が「その他」であった。この結果は、約35％の避難者が安定した住居を得られていないことを
示していると考えられる。私たちが2016年に行った調査でも、福島の地元の持ち家率が約85％であり、残りの15％の人びとは賃貸
住宅に居住していたことが明らかになっている。

原発事故前に賃貸住宅に居住していた約15％の避難者に対しては、所有物件取得のための賠償金までは支払われず、住居が不安定となる
場合が少なくないことから、国や県による避難先における住宅の支援が重要である。

(2)　住宅支援の打切りによる打撃
区域外避難者はもとより、区域内避難者への住宅支援も打ち切られて　いっており、2020年3月には、双葉町と大熊町を除く帰還困難



区域からの避難者に対する住宅の無償提供が終了した。地元の復興住宅への転居も含めて「帰還」以外の選択肢が絶たれている状況がある
と言わざるを得ない。

今年度の調査（本件調査報告書p.18）でも、『住宅支援の打ち切りについて』、「とても困っている」が25.1％、「少し困ってい
る」が20.4％であり、あわせて約45％の方たちが住宅支援の打ち切りで困っている状況が確認された。

SSNに寄せられる電話相談でも、住宅補助の打ち切りが生活に大きなダメージを与えている実態が認められている。

(3)　住宅支援を再開し継続すること
「居住は基本的人権（housing is a human rights）」と言われ、住居は人間の生活を支える基盤である。また、
さまざまな理由から、帰還できない世帯が数多くいる。県や市町村自治体として、子育て終了や放射線量の低減などによる10年後20年
後の将来的な住民の帰還を確保するためにも、避難先における住宅支援を継続し、福島県や地元自治体との密接な関係性を維持することが
重要である。

そこで、現在、なお、借り上げ住宅に居住している避難者に対しては、当初、首都圏においても復興住宅の建設が強く求められていたにも
関わらず、建設が認められなかった経緯も考慮し、借り上げ住宅を、そのまま「借り上げ復興公営住宅（仮称）」とすることで、同じ住環
境に住み続けるようにすることを求める。また、それ以外の避難者に対しては、家賃補助の再開、公営住宅に単身世帯でも入居できるよう
入居要件を緩和すること、民間住宅を公営住宅とみなして入居できるようにすることなどの諸施策を求める。

７　公的支援に担保された長期避難を継続する権利の実質的保障

(1)　帰還に関する避難者の意向
今回の調査対象である首都圏避難者のうち、「避難を継続中」が67.5％、「すでに移住した」が31.2％、「すでに地元に帰還した」
が1.3％であった（本件調査報告書p.26）。また、避難指示解除後の世帯の方針について尋ねたところ、「当面は避難を続ける」
が34.5％、「移住する」が32.9％、「決めていない」が21.3％であった（同p.29）。この結果は、3分の1の世帯が避難
継続を希望していることを意味している。これは、翻せば3分の1の世帯が、いつかは帰還することも念頭に入れていることも示している
と考えられる。

『帰還しない理由』（同p.26）として多かったのは、「生活環境が整わない、放射線量が安全ではない、友人がいない」の3つが多く、
また、『帰還のために重視する条件』（同p.27）として、「放射線量の低下、医療福祉サービスの再開、ライフラインの整備、公共施
設や交通機関の整備、商店や商業施設の再開」を挙げている者が多い。

注目すべきポイントとして、『戻ってもよい放射線の水準』（同p.27）の回答が、「追加被ばく年0mSV」が最も多く41.8％、
「追加被ばく年1ｍSV以下」が18.8％、「追加被ばく年5ｍSV以下」が6.1％、「追加被ばく20ｍSV未満」が7.1％であっ
たことである。国は、これまで、福島県内の帰還困難区域に出されている避難指示を解除して帰還できる基準として、除染を行い年間の放
射線量が確実に20ｍSV未満となることなどを挙げてきたが、住民たちの多くが帰還してもよいと考えている基準が、国が決める基準と
大きくかけ離れていることが示されている。



(2)　住宅支援・経済的支援・雇用支援による長期避難する権利の保障
原発事故子ども・被災者支援法も「支援対象地域における居住、他の地域への移動及び移動前の地域への帰還についての選択を自らの意思
によって行うことができるよう、被災者がそのいずれを選択した場合であっても適切に支援するものでなければならない。」との基本理念
を定めており（2条3項）、上記のとおり、多くの住民が、国の基準で避難指示が解除されたとしても、帰還できないと判断しているので
あって、1人ひとりの住民の選択が尊重されなければならない。

しかるに、公的援助による地元の住宅解体期限の設定、避難指示解除後の住宅支援の打切り等の諸支援策の縮小・打切りは、現段階で「帰
還するか、しないか」という人生の大決断を、事実上、住民に迫るものであり、高いストレス状況にある被災者にとって極めて過酷な選択
を強いるものであるから、“帰還の選択を保留する選択肢”を実質的に認める必要がある。

また、後記８⑴のとおり、避難者に対する差別や偏見があり、そのことが避難者が孤立する要因となっているが、偏見や差別のもととなっ
ている社会通念、「避難する必要性がないのに避難を続けている」というレッテルを強化しているのは、帰還を優先させる国や県の制度や
姿勢であると考えられる。区域外避難者も含めて、原発事故による長期避難の正当性、すなわち、「長期避難を継続するが権利」が制度と
して公的に認められれば、避難者が避難先で肩身の狭い思いをする機会が減少すると考えられる。

そこで、原発事故子ども・被災者支援法の基本理念に立ち返り、避難者が、住宅支援・経済的支援・雇用支援など、避難先での生活に対す
る十分な支援が継続的に受けられるような制度を整え、避難者に対し、長期避難を継続する権利を実質的に保障するとともに、避難者に対
する偏見や差別解消のため、区域外避難者も含め、長期避難が正当な権利の行使であるという理解が社会的に共有されるよう努めるべきで
ある。

(3)　除染なき避難指示解除方針への転換の問題性
また、最近の報道によれば、国は、年間の放射線量が自然に減少して20ｍSV未満になることや今後住民が居住しないことなどを要件に、
除染をせずに帰還困難区域の避難指示を解除する方針を検討している。

しかし、今回の調査に示されているとおり、避難者の6割は、あくまでも追加被ばく年間0〜1ｍSVが帰還してもよい放射線量であると
考えており、このデータは2015年調査でもほぼ同じ結果が得られており、避難者の意向を無視した方針変更を行うべきではない。

８　地元および避難先地域におけるコミュニティ育成のサポート

(1)　避難による人間関係の喪失、避難者に対する差別・偏見による孤立
ア　避難者であることによる嫌な経験、いじめ

今回の調査（本件調査報告書p.40）で、『避難者であることで嫌な経験をしたことがありますか？』という質問に、「よくあ
る」8.4％、「少しある」37.6％と、あわせて半数近い者が、避難者であるということによる嫌な経験をしている。また、『お子さ
んがいじめにあったことがありますか？』（同p.49）という設問に、16.7％が「はい」と回答している。

イ　賠償金、放射能に関連する原発避難者への偏見・差別



私たちは、2017年に、『子どもの原発避難いじめと大人社会のいじめ』について詳細な調査を行った。その調査においても、『子ども
が原発避難を理由に学校でいじめを受けたことがある』に「はい」と回答した者が約7％で、『原発避難に関連することで、心ない言葉を
かけられたり、精神的な苦痛を感じることをされたりしたことがありますか？』という設問に約46％の者が「はい」と回答していた。こ
の2017年の調査からは、マスコミの注目度が高かった子ども社会のいじめの背景には、大人社会の原発避難に対する偏見や差別が広がっ
ていることが確認された。さらに、大人社会の偏見や差別は、83％が「賠償金に関すること」、37％が「放射能に関すること」と関連
していることが明らかになっている。

ウ　避難者であることを隠す生活

また、今年度の調査（本件調査報告書p.40）では、『避難のことを避難先の地域の人に話すことに抵抗がありますか？』という設問に
対して、「よくある」が24.7％、「少しある」が18.1％と、あわせて4割以上の者が「抵抗がある」と回答している。これらのデー
タは、避難先で嫌な経験を避けるために、避難者であることを隠して生活している者が多数いることを示している。

エ　孤独・孤立

『自分が独りだと感じることがありますか？』（本件調査報告書p.42）という設問には、「とてもそう思う」が13.7％、「ややそ
う思う」が25.3％で、あわせて約4割の避難者が孤独感を抱えており、また、『ご自分の家庭が近所から孤立していると感じますか？』
（同p.42）という設問には、「とてもそう思う」が5.6％、「ややそう思う」が17.2％と2割以上の家庭が孤立感を抱えている
ことも今年度の調査で判明した。これらの孤独・孤立の背景には、次に示す調査結果に認められるような人間関係の喪失があると考えられ
る。

オ　避難先、地元や親族との人間関係の喪失

『現在居住する地域の友人知人との付き合い』（本件調査報告書p.37）は、「全くない」が14.9％、「滅多にない」が23.0％、
あわせて約4割の人びとが、避難先での人間関係の構築に困難を抱えている。また、『地元の知人友人との付き合い』（同p.38）は、
「全くない」が13.2％、「滅多にない」が37.3％、あわせて約5割の人びとが、福島の地元の人間関係を喪失していることがわか
る。

さらに、『現在の親族との付き合い』（同p.38）に関しても、「全くない」が6.6％、「滅多にない」が26.3％、あわせて3割
を超える人々が、親族との人間関係を保てていないことが示されている。避難先の人間関係だけでなく、地元や親族との人間関係の維持が、
原発事故による避難生活では極めて困難な状況が確認できる。全国各地に各世帯がバラバラに避難を強いられたこと、遠距離の避難である
こと、長期にわたる避難であることなどが津波や地震による避難とは質が異なると考えられる。

(2)　コミュニティ育成のサポート
上記のとおり、避難者は、強い絆で互いに支え合っていたふるさとの　コミュニティの繋がりを喪失し、避難先で希薄化した人間関係のも
とで生活せざるを得ない状況に置かれており、原発事故が引き起こした社会関係の破壊による避難者の精神的苦痛は深刻かつ甚大である。

コミュニティの育成は、容易ではなく、長期間の取組を要するが、



ア　避難先での生活を潤滑に送ることができるように、避難先自治体の公的サービスを速やかに受けられるように、地元自治体と避難先自
治体との連携強化、関連部署（県外避難者支援課等）の機能強化

イ　全国各地の民間支援団体が、新たなコミュニティ育成のために地元の人びとが集う交流会やイベント、さらには避難先地域住民との関
係性を構築するための企画を進めるため、避難者支援を行う民間支援団体への助成等の公的支援の充実・継続

を求める。

９　ふるさと喪失にも対応した速やかで十分な損害の回復

(1)　消滅時効期間の延長
今回の調査では、『これまで行った損害賠償請求』（本件調査報告書p.21）について、「一部しかできていない」者が27.9％であ
り、また、『原発事故から10年となる2021年3月以降、損害賠償請求権が時効によって消滅し請求できなくなる可能性について』
（同p.25）、「知らない」と回答した者が63.4％であった。さらに、『損害賠償請求権が消滅しないようにするため、10年の時
効期間を延長する法改正について』（同p.25）、「必要だと思う」が81.1％であった。

このように、約3割の被災者の損害賠償請求が未了であり、6割以上の被災者が損害賠償請求権が時効消滅することを知らない状況がある
ことから、被災者の損害回復のため、原発事故から10年経過後も、時効により消滅することのないよう、損害賠償請求権の時効期間を延
長する法改正を求める。

(2)　未請求者・未請求項目と国による調査及び損害の填補
今回の調査（本件調査報告書p.18）では、『原発事故に対する賠償や補償問題についての悩みがありますか』という質問に対して、
「はい」と回答した者が62.8％おり、上記のとおり『これまでに行った損害賠償請求』について、「一部しかできていない」者
が27.9％であった。

未請求となっている損害賠償項目のうち回答者が多かった項目は、「財物損害（宅地・建物・家財）、避難の移動費用、ふるさと喪失慰謝
料、生活費増加分、精神的損害（含む入通院慰謝料）、住宅確保損害（宅地・住宅）」（同p.22）であった。

原発事故後9年が経過しても、損害賠償請求が一部しかできていない者が3割近くも存在するという事実は、原発事故という未曾有の事故
によって生活を根こそぎ破壊され、高齢者や心身の不調を抱えた者も少なくない被災者に対し、自己責任に委ねて自ら損害賠償請求させる
という制度設計が誤っていたことを物語っている。

そこで、国に対し、住民登録、東京電力からの情報開示、避難者への聴き取り調査等により、損害賠償未請求の実態を把握し、被災者の請
求がなくとも、漏れなく損害の回復を図ることを求める。

(3)　責任の所在の明確化による苦痛の軽減、不十分な賠償水準の底上げ
すでに賠償を受けた被災者の57.5％が賠償額を「不十分な額だ」と考えている（本件調査報告書p.23）。『今後追加されるべき損
害賠償』（同p.22）として、約5割の人びとが「精神的慰謝料の追加」を求め、約4割の人びとが「ふるさと喪失慰謝料適用範囲の拡



大」を、そして約3割の人びとが「医療費の追加、生活費増加分の追加、家賃補助の継続再開」を求めている。

『第2　要望の理由』の「2.原発避難者の深刻かつ危機的な状況とその要因」の部分で詳しく述べたとおり、先行研究では、人為災害に
おける不十分な救済や不明瞭な責任の所在が、被害者を長期にわたって苦しめていることが指摘されている。原子力損害賠償紛争審査会策
定の中間指針に則った賠償では、損害の程度が被害者自身の体感している被害実態と大きくかけ離れていると考えられる。

国や東京電力は、事故に対する責任の所在を明確に示し、損害賠償の水準を底上げし、速やかで十分な被害者救済を行う必要がある。

(4)　ふるさと喪失慰謝料の拡大
今回の調査では『地元を失った気持ちの強さ』（本件調査報告書p.28）について質問しており、その回答のうち「とてもつらい」
が44.6％、「つらい」が26.8％、あわせて約7割の方たちが、ふるさと喪失に苦悩している。この点は、区域外避難者も同様であ
り、2015年調査では、600名を超える区域外避難者の回答があり、分析の結果、区域外避難者は区域内避難者と同等の「ふるさと喪
失感」を抱いていることが明らかになっている。さらに、避難指示が解除され既に帰還できたとしても、元の地域にあった生産・生活の諸
条件は著しく変貌しており、人間活動の蓄積と成果の喪失、社会関係の破壊の不可逆性、生活経済と密着した自然環境の破壊の不可逆性は
明らかである。

そこで、区域外避難者及び避難指示解除後に帰還できた者等に対しても、ふるさと喪失慰謝料として十分な賠償を行うことを求める。

10　地元不動産の固定資産税負担等への適切な対応
今回の調査（本件調査報告書p.24）では、『地元に所有する不動産の心配』として、61.9％の避難者が「心配がある」と回答して
おり、その理由として、約35％の避難者が「固定資産税の問題」をあげ、約25％の避難者が「損害賠償の問題、相続の問題」をあげ、
約15％の人びとが「登記の問題」をあげている。

震災支援ネットワークの電話相談でも、自宅の家を解体したことによって固定資産税額が上がり、しかも実質的に住めない土地の固定資産
税を子々孫々代々にわたって支払い続けなければならない理不尽な状況に対する多数の訴えがある。

移住を決意し不動産を放棄したい世帯に対する国や県による買取り制度の創設、少なくとも固定資産税の永続的な免除等、地元に不動産を
所有する原発事故被害者の具体的な苦難に対応した施策の実施を求める。

11　当事者参加の独立機関の設置による10年の検証と支援プログラムの策定
以上の諸施策のほか、今後も、原発避難者の実情やニーズを把握しつつ、様々な実効的支援を継続する必要がある。

そこで、原発事故から10年目となる今、長期間、原発避難者の甚大な精神的苦痛を持続させてしまったことの反省に立ち、医療・心理・
福祉・教育・行政・法律分野等、諸分野の専門家及び当事者である避難者も参加する政府から独立した機関を設置し、これまでの諸施策を
検証した上で、あらためて原発避難者の継続的かつ実効的支援プログラムを策定することを求める。



12　コロナ危機にも対応した普遍的な社会保障制度の構築と原発避難者の苦難に向き合う
社会への転換

(1)　新型コロナウィルス感染拡大による社会の危機と露呈した社会保障の脆弱性
新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い、現在多くの事業主が廃業や失業の危機に直面している。2020年4月の完全失業者数は前月
比6万人増加し、休業者数は推計600万人、同年6月に入り解雇・雇い止めは2万人を超えた。

全労働者の4割にまで増加した非正規労働者はいち早く仕事を打ち切られ、同年3月から4月にかけて非正規労働者の数は131万人も減
少した。休業や失業によって、生活費が底をつき、一気に生活が立ち行かなくなる人が急増し、住居喪失の危機に陥る人も増加し、学費を
支払えず退学の危機にある学生も増加した。

背景には、低賃金で不安定な労働、不十分な休業補償や失業給付、フリーランスなどを対象とする所得補償制度の不存在、貧弱な住宅政策、
高騰した学費や生活費をアルバイトで補ってきた学生の現状などがあり、災害に弱く、人間の生存を支えない日本の社会保障制度の現状、
自己責任が喧伝され格差と貧困の拡大を容認してきた日本社会の脆弱性が露呈した状況となっている。

(2)　原発避難者の窮状に追い打ちをかけるコロナ災害
今回の調査は、コロナ禍が拡大する前に実施された。上記のとおり、原発事故による首都圏避難者は、今回の調査が行われた2019
年12月から2020年3月5日（集計時）の時点で、すでに約37％が現在失業しており、約44％が経済的に困っており、約45％が
住宅支援の打切りで困っている状態であることが確認されている。現在及び過去の様々な実例を通じ、災害が脆弱な人々の上に最も強く現
れることが明らかとなっているが、原発事故被害にコロナ災害が重なることにより、原発避難者は、さらに過酷な状況に陥っており、原発
事故による避難の長期化、住宅提供等の公的支援打切り等に加えて、コロナ災害がさらに追い打ちをかけている。

同年5月半ばには、原発避難者向けの福島県南相馬市原町区の復興住宅「南町団地」で、浪江町の60歳代男性が自室で死亡しているのが
発見された。

男性は一人暮らしで病死とみられた。浪江町社協は、新型コロナウィルスの感染拡大により、定期的な見守り訪問を2月から中止していた
状況で、周囲も異変に気づかないまま孤独死したものである。

(3)　社会に広がる生きづらさ、分断の危機
高度経済成長が終わり低成長時代が到来し、1990年代以降、非正規雇用の拡大とともに世帯所得は減少し、貯蓄ゼロ世帯が増加し、中
間層は低所得層へとシフトした。自分で働いて貯金をして支えるという自己責任では、生活を支えるのが困難な社会構造となったにも関わ
らず、なお、自己責任が強調され続けている。

支えのない社会で、働いても働いても生活は楽にならず、生きづらさを抱える人が増える中で、生活保護利用者など社会保障の対象となっ
ている一部の人々に対し、厳しい視線が向けられ、バッシングが強まっている。

原発事故は、このような社会状況において発生し、被災者は避難を強いられた。生活を根こそぎ破壊された原発避難者は、自己責任で損害



賠償を請求することとされた上、賠償金というお金が支払われる状況が社会に伝わるようになるにつれ、本調査結果にあるように、原発避
難者に対する偏見や差別が拡大し、国による原発政策の犠牲者であるはずの原発避難者に対し、妬み・嫉みの感情が広がることとなった。

今回のコロナ災害においても、一部学生を対象に、10～20万円の現金給付が決定されると、給付を求めて声をあげた学生に対し、ネッ
ト上でバッシングが広がるなど、同様の状況がある。

このように、国の社会保障制度に支えられず、生きづらさを抱えた人が蔓延する社会構造の中で、生活保護利用者や原発避難者等、国から
の給付や賠償金を取得する一部の人に対する偏見・差別が広がり、生きづらさを抱えた人同士の分断・対立が生じ、それが貧困の広がりと
ともに拡大している状況がある。

今、私たちは、社会の分断の危機に、どう対応すべきかという重大な問題に直面しており、これは、原発避難者の苦難に社会が真摯に向き
合えるかどうかという問題と重なっている。

(4)　社会の分断を乗り越える理念、互いに支え合う連帯社会への転換
自己責任が強調され、多くの人が、社会保障に支えられていない社会の中で追い詰められている。そして、追い詰められた人が、生活保護
利用者や原発避難者等の一部の人だけが、国からの給付や賠償金を取得することを受け容れ難く、非難し、あるいは差別する。このように、
人々を、分断や対立へと向かわせる社会構造を変えなければならない。そのために、自己責任ではない、すべての人が広く支えられる社会
保障制度、すなわち、医療、介護、住宅、教育など、誰もが生きていくために必要な基礎的なニーズを満たす社会保障制度を構築すべきで
あり、それは、同時に、災害に強い社会を構築することでもある。

派遣切りの嵐が吹き荒れ、仕事と住居を同時に喪失し、生存の危機に瀕する人が全国に溢れた2008年のリーマンショック、おびただし
い数のいのちと暮らしが壊された2011年の東日本大震災及び原発事故。私たちは、二度にわたる未曾有の危機を経験した。しかし、社
会保障は脆弱なままであり、自己責任社会の中で、派遣労働者も、原発避難者も、追い詰められ、今、三度目となるコロナ危機に直面して
いる。

今度こそ、民主主義を機能させ、自己責任社会を克服し、人間の基礎的・普遍的ニーズを満たす社会保障、人間の尊厳ある生存（憲法１３
条・２５条の価値の実現）を保障する社会、社会の分断を乗り越え互いに支え合う連帯の社会へと転換すべきときだ。

それが、今後も続くコロナ感染の第二波・第三波、世界大恐慌を超える可能性がある経済危機、地震や豪雨災害等の大災害への備えとなる
とともに、原発避難者の苦難を社会全体で共有し、その苦痛をなくしていく真摯な努力を永く積み重ねていくための道である。

以　上
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